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令和６年宇治田原町全員協議会 

令和６年９月27日 

午前10時22分開議 

議 事 日 程 

 日程第１  追加提出議案について 

       ○議案第59号～第60号 財産の取得について（追認） 

 

１．出 席 議 員 

      議 長     12番  浅 田 晃 弘  議員 

      副議長     １番  山 内 実貴子  議員 

              ２番  榎 木 憲 法  議員 

              ３番  馬 場   哉  議員 

              ４番  森 山 高 広  議員 

              ５番  山 本   精  議員 

              ６番  宇佐美 ま り  議員 

              ７番  藤 本 英 樹  議員 

              ８番  今 西 利 行  議員 

              ９番  上 野 雅 央  議員 

              10番  原 田 周 一  議員 

 

１．欠 席 議 員     なし 

 

１．宇治田原町議会全員協議会規程第５条の規定により会議事件の説明のため出席を求め

るものは次のとおりである。 

町 長 西 谷 信 夫 君 

副 町 長 山 下 康 之 君 

教 育 長 奥 村 博 已 君 

総 務 政 策 監 奥 谷  明 君 

総務理事兼総務課長 村 山 和 弘 君 

教 育 次 長 兼 

学 校 教 育 課 長 
矢 野 里 志 君 
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企 画 財 政 課 長 中 地 智 之 君 

学校教育課課長補佐 杉 浦  恒 君 

学校教育課課長補佐 明 尾 洋 平 君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 西 尾 岳 士 君 

庶 務 係 長 重 富 康 宏 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前10時22分 

○議長（浅田晃弘） それでは、早速ではございますが、全員協議会を始めさせていただ

きたいと思います。 

  さて、全員協議会の議題といたしましては、先ほど町長より提案理由の説明がありま

した財産の取得についての追認をご協議いただくこととしておりますので、よろしくお

願いいたします。 

  それでは、ただいまから全員協議会を開催いたします。 

  会議は、お手元に配付しております会議日程により進めさせていただきます。 

  これより議事に入ります。 

  日程第１、「追加提出議案について」。 

  議案第59号から議案第60号、財産の取得について（追認）を一括議題といたします。 

  本会議におきます提案理由の説明は終わっておりますが、改めて詳細説明を受けたい

と思います。奥村教育長。 

○教育長（奥村博已） それでは、本日追加上程をお願いいたしました議案第59号財産の

取得について（追認）、そして議案第60号財産の取得について（追認）の２議案につい

て説明をさせていただきます。 

  経過につきましては、先ほど町長のほうから説明をしていただきましたが、この議案

につきましては、教科用図書に係る指導書及び教科書の購入につきまして、条例により

まして700万円以上の財産の取得においては、地方自治法の規定により議会の議決に付

さなければならないとなっていたところでございます。 

  議案第59号では、令和２年度の小学校費で738万6,282円、受注者は有限会社ツカタニ

でございます。 

  そして、議案第60号は平成27年度の小学校費で867万996円、受注者は同じく有限会社

ツカタニでございます。 

  この教科用図書の購入についてでございますが、小中学校とも原則４年に一度、山城

の教科用図書の採択協議会を経て、次年度からの教科書が決定しますので、その年度に

教師用として町の予算で購入するものでございます。 

  したがいまして、資料の３についております参考のところでここには平成27年度から

令和６年度までの金額、５年度分を書いておりますが、過去10年間に購入したその中の

５年度分でございます。あとの３件につきましては、700万円以下となっております。

消耗品での購入ということで、認識を間違えており議案の上程が今になったことをおわ



４ 

び申し上げます。 

  今後このようなことがないよう適切な事務の遂行に努めてまいりますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（浅田晃弘） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

  質疑のある方は挙手願います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅田晃弘） ないようですので、これで財産の取得の追認に係る全員協議会を終

わります。 

  なお、この後、本会議を再開いたしますので、本会議場へよろしくお願いします。 

  以上で終わります。 

閉  会   午前10時26分 
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